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１【提出理由】

2021年６月29日開催の第218回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５

第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年６月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭とする。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき　　 30 円

総額　　　　　　2,480,930,190 円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年６月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

自家保険積立金　　200,000,000 円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　200,000,000 円

第２号議案 取締役13名選任の件

取締役として、藤倉正夫、若林　仁、斉藤　康、木村伸児、奈良場三郎、西川浩司、若林辰雄、

北沢利文、内藤忠顕、中島立志、山尾　聡、庄司哲也及び木村和子を選任する。

第３号議案 取締役賞与支給の件

当期(2020年４月１日から2021年３月31日まで)末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、取締

役賞与総額4,500万円を支給する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成数 反対数 棄権数

決議の結果

賛成比率 可否

第１号議案
剰余金の処分の件

756,707個 1,717個 0個 99.75％ 可決

第２号議案
取締役13名選任の件

　 　 　 　 　

　
藤倉正夫 740,973個 17,413個 37個 97.67％ 可決

　
若林　仁 750,941個 7,483個 0個 98.99％ 可決

　
斉藤　康 750,943個 7,481個 0個 98.99％ 可決

　
 木村伸児 750,876個 7,548個 0個 98.98％ 可決

　
 奈良場三郎 750,370個 8,054個 0個 98.91％ 可決

　
 西川浩司 750,943個 7,481個 0個 98.99％ 可決

　
若林辰雄 703,446個 54,978個 0個 92.73％ 可決

　
北沢利文 710,100個 48,324個 0個 93.60％ 可決

　
 内藤忠顕 741,878個 16,546個 0個 97.79％ 可決

　
中島立志 750,916個 7,508個 0個 98.98％ 可決

　
 山尾　聡 750,923個 7,501個 0個 98.98％ 可決

 
 庄司哲也 758,159個 265個 0個 99.94％ 可決

　
 木村和子 758,121個 303個 0個 99.93％ 可決

第３号議案
取締役賞与支給の件

757,594個 827個 0個 99.86％ 可決
 

（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりである。

(1) 第１号議案及び第３号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(2) 第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席

した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２　賛成比率は当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合である。

３　当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は823,104個である。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計した結果、各決議事項が可決さ

れるための要件を満たし会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主の議決権の数の一部を集計しておりま

せん。
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